
令和８年度 いじめに関する指導のフロー図 

        （学校生活アンケート実施）  高松第一高等学校 

生徒指導部・教育相談部 

 
アンケートの配布、説明 

生 徒 

※いじめ対応の基本方針 

学級担任を中心に学年主任、生徒指導、関係分掌間

（SC・SSＷ・教育相談）で一致協力して対応するとと

もに、管理職への報告を密にして、指示を受けて対応

を進める。担任は保護者との密接な連携を図り、情報

の提供と報告を徹底し、早期発見・早期解決に努める。 

（年 2回実施 7月・12月） 

アンンケートの回答、提出 

（封筒に入れて提出） アンケートの分析、集計 

 

担 任 

担任及び顧問

（所属責任者） 
該当生徒 学年主任 

（いじめ等の状況を確認） （報告・相談） 

保護者 
（説明） 

生徒指導部 

（事情聴取） 

（調整） 

調査用紙の原本を提出 

 

校 長 

教育相談部 

 

 

教 頭 

（報告・調整） 

（アンケートを集約、確認） 

対 策 委 員 会 
校長 教頭 生徒指導主事 教育相談係  

人権・同和教育主任 学年主任 正副担任ほか 

  ①いじめの実態の把握、確認 

  ②解消に向けての対応を協議 

③指導方針案の策定 

職員会議 

（報告・調整） 

いじめの解消に向けての

組織的で迅速な取り組み 

いじめの解消 

報  告 

（市教委・保護者・職員会議） 

生徒・保護者支援 学年団会議 

生徒指導上の指導処理が

必要なもの 

生徒指導部 

指導処置 SC/SSＷ/教育相談 

事後指導 

加害生徒 

SC/SSW 

教育相談・養護教諭 

（連携） 

高松南警察署 

①いじめを受けたことがある生徒 

②いじめを見たことがある生徒 

③「相談がある」と答えた生徒 

 

市教委 

（生徒指導委員会） 

（報告・相談） 


